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羽根森林資源活用拠点（仮称）における土地利用計画（概要版） 
令和６年（２０２4 年）３月発行 

編集発行 秦野市 環境産業部 森林ふれあい課 

 

１ はじめに（Ｐ１） 
羽根森林資源活用拠点（仮称）とは 

本拠点は、羽根地区（羽根字内屋敷１０６６番１ほか９８筆）に位置する、広さ約５．１haの未利

用地です。表丹沢の豊かな森林に隣接し、新東名高速道路・秦野丹沢スマートインターチェンジ

から至近の距離に位置しています。 

令和３年１１月に策定した「羽根スポーツ広場（仮称）用地に関する土地利用方針」（以下

「土地利用方針」という。）において、『森林資源の活用拠点を軸とした環境共生に資する土地

利用』をコンセプトとした活用を図ることとしました。 

令和５年２月には土地利用方針を具現化する内容として本拠点のコンセプトや具体的な導入

機能を示した「羽根森林資源活用拠点（仮称）における土地利用構想」（以下、「土地利用構

想」という。）を策定しました。 

 
２ 基本コンセプト（Ｐ２） 

本拠点の活用に当たっての基本コンセプトとして、「森林資源を活用しつつ、カーボンニュート

ラルに貢献する拠点を目指す」、「周辺施設と連携しながら、表丹沢の本物の魅力を体験し、学

べる施設を目指す」及び「様々な主体が関わることで、表丹沢の多様な価値を引き出す施設を

目指す」の３点を設定し、これらを実現するため、「循環を生み出す」、「森に触れる」及び「表丹

沢を知る」の３点をキーワードとします。 
 

■土地利用方針の基本コンセプトとキーワード概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土地利用計画（P４） 
前章で示したコンセプトを踏まえ、土地利用構想で示されている土地利用配置案を基に、より

具体的な施設配置を示す土地利用計画図を作成しました。 

平場部分の面積は 1.7ha を確保するものとし、土地利用構想で示されている「土地利用配

置案検討にあたっての配慮事項」を踏襲するものとしました。 

 ■土地利用面積表 
区分 面積 

平場部分 

製材加工施設関連 1.3ha 
森林ふれあい施設関連 0.3ha 
敷地内通路 0.1ha 

小計 1.7ha 

平場以外 

進入路 0.2ha 
法面 2.4ha 
見晴らし広場 0.2ha 
その他、山地等 0.6ha 

小計 3.4ha 
合計 5.1ha 

  ※GIS による図上計測に基づく。 

 

 ■森林ふれあい施設 主要室想定面積表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 土地利用計画の実現に向けて（Ｐ９） 
（１）実現に当たっての課題 

・調整池及び防火水槽等の設置に当たっての位置・形状等の検討 

・アクセス路における幅員確保及び運搬トラックと歩行者等との動線分離 

・工場立地法、都市計画法等に基づく緑地の確保及び公園等の整備 

・森林ふれあい施設の魅力づくり 

・その他、都市計画法の立地基準や技術基準、秦野市まちづくり条例の整備基準等の遵守 

（２）推進プロセス（予定） 
令和６年度   経済波及効果等の調査、民間事業者の選定 

令和７年度   造成設計 

令和８年度～９年度 造成工事 

令和 10 年度  建築工事・全体竣工・供用開始 
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■土地利用計画図 
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■土地利用計画の実現に当たっての課題図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

土砂災害特別警戒区域の指定解除 

→造成工事による安全対策が求められる 

土砂災害特別警戒区域の指定解除 

→造成工事による安全対策が求められる 


